
再投資企業促進事業補助金手続きの流れ 

 

                      

 

                

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

                

 

 

                      

                      

 

              市による交付可否決定通知書の送付 

 

                      

 

 

 

 

 

                      

                      

 

               市による金額確定通知の送付 

 

 

 

                

               市から補助金の交付 

 

※２年目、３年目は税金関係の交付のみであるため、④～⑦の手続きとなる。 

①再投資計画の認定申請 

市による計画認定可否決定通知の送付 

②操業開始届 

③新規・転入雇用者数届出 

④補助金交付申請 

⑤固定資産税・都市計画税・ 

不動産取得税の納付 

⑥実績報告 

⑦交付請求 

申請時期：工場等の建物の建設着手前、又は取得に係る契約締結前 

※ 償却資産を含む再投資は、上記と最も早く取得する償却資産

の取得日より前のどちらか早い日 

申請時期：操業開始日から３０日以内 

申請時期：雇用者数認定期間終了後から３０日以内 

※雇用者数認定期間：操業開始日の３か月前の日から 

操業開始日の６か月後の期間 

届出対象となる者：雇用者数認定期間に雇用か転入した正規社員 

申請時期：計画認定に関する工場等の納税通知がある

ことと、雇用者数認定期間が終了したこと

の条件が揃った日から３０日以内 


